
※記入不要

 

支障なし 支障あり（理由：

なし あり（※兼業等をする場合は、採用後に届け出が必要です。）

氏   名

正社員・パート・嘱託・

臨時・その他（　　　　）

　　　年　　　月～　　　年　　　月

正社員・パート・嘱託・

臨時・その他（　　　　）

勤務先名称・所属部署名

　　　年　　　月～　　　年　　　月

就労期間就労形態
※該当する区分に○をしてください。

本市の非常勤職員として勤務経験がある場合は職員番号を記入（不明の場合は空欄可）⇒

申込する所属

　　　　年　　　月卒業

上半身無帽

（３㎝×４㎝）

※写真の裏面に氏名

を記入（電話） （携帯電話） ‐　　　　‐

受付番号：

〒 　　‐

住所及び

連絡先

ふりがな

（　　　　）歳

市費非常勤講師 特別支援教育支援員

登録日 ：      　年     　　月 　　   日

奈良市会計年度任用職員

登録申込書兼履歴書

氏名

ふりがな 生年月日

記入日 令和　　　年　　　月　　　日

申込する職種

(続柄：　　   　　　)

‐　　　‐

緊　急

連絡先 （電話）

昭和・平成　

写   真

配慮事項・希望等

（例：障害に伴う

配慮希望 等）

※任意記入

最終学歴 （学校名）

）

年　　月　　日 取得・取得見込み

年　　月　　日

年　　月　　日

兼業等の予定

勤務するにあた

り希望すること

正社員・パート・嘱託・

臨時・その他（　　　　）

免許・資格等の名称 取得（見込み）年月日

年　　月　　日 取得・取得見込み

自動車運転状況

直近の職歴

（本市の非常勤

職員を含む。）

※直近の職歴を

上から順に記入

してください。

取得・取得見込み

　　　年　　　月～　　　年　　　月

正社員・パート・嘱託・

臨時・その他（　　　　）
　　　年　　　月～　　　年　　　月

正社員・パート・嘱託・

臨時・その他（　　　　）

　　　年　　　月～　　　年　　　月

取得・取得見込み

免許・資格等

の取得状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（裏あり）

・希望する期間（　長期・短期（１～４カ月程度）・いずれでも可　）

・勤務可能な曜日（　月・火・水・木・金・土・日　）

・希望する週当たりの勤務日数（　１日・２日・３日・４日・５日　）

・社会保険の加入（　可・不可　）　　　　・時間外勤務の対応（　可・不可　）

※希望する項目に○をしてください（希望どおりにならない場合もあります）



自転車・バイク

分 Ｋｍ）

志望動機

【保護者記入欄】

☐グラフの作成、データの並び替え、

条件付き書式の活用ができる

☐文書スタイル（書式設定、見出し、

段落 番号、目次など）を活用できる

☐職場外部向けプレゼン資料を作成

したことがある

☐ピボットテーブルを使うことができ

る

☐文書の差し込み印刷（宛名ラベル

等）ができる

☐チラシやリーフレットのデザイン

を作成したことがある

 Excel  Word PowerPoint　
☐SUM、AVERAGE等の簡単な関数を

使用できる
☐簡単な文書の作成が問題なくできる

☐簡単なスライド作成、編集ができ

る

☐IF、COUNTIF、VLOOKUP等の条件

設定関数を使用できる

☐表やグラフ、画像などを使いながら

説明資料を作成できる

☐職場内で使う資料を作成したこと

がある

徒歩　 電車 バス

　　ご了承ください。

　□奈良市会計年度任用職員として任用された場合、ご提出いただいた顔写真データを職員録（人材管理システム）に登録し、庁内で

・免許・資格等の取得状況にて、記入欄が足りない場合は、別紙にて記入してください。

　　共有いたします。予めご了承ください。

氏名 住所

フリガナ

・本人が未成年者の場合は記入してください。記入時は保護者本人が署名してください。

　□以下の取消事由に該当した場合、合格が取り消されることを承諾します。

　　・学歴、職歴、資格、犯罪歴その他の重要な経歴の詐称があるとき。

　　・学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和6年法律第69号）

　　　に基づく犯罪事実確認に必要な手続等に対応しないとき。

　　・犯罪その他社会的に不相当な行為を行い職員として不適格と判断したとき。

　□条例改正により、任用開始日に遡及して給料（報酬）単価及び期末勤勉手当の支給がある場合、当該率に増減が生じることについて、

（〒　　　－　　　　）

フリガナ

　□地方公務員法第16条の欠格事項に該当する場合は、任用することができません。

　□令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に

　　関する法律（令和6年法律第69号）第2条第8項に規定する特定性犯罪事実該当者ではありません。

　　※なお、本誓約事項確認時に同法第2条第7項第6号が委任する政令が制定されていない場合であっても、青少年健全育成条例や

　　　迷惑防止条例等の条例における同号イからニに定める行為に対する罰則について前科がないこと（当該前科に係る特定性犯罪

　　　事実該当者に該当しないこと）を、本確認をもって誓約いたします。

　□採用選考の過程で提出する書類及び申告する内容はすべて事実であり、事実と異なる申告は一切いたしません。

【記入時の留意点】

・この書類は、書類選考・面接及び任用の際に使用します。
・入力でも構いません。ただし、自筆の場合は、必ず黒ボールペンを使用し、
　消えるボールペンや鉛筆、修正液は使用しないでください。
・申込書はA4の用紙に両面（左右開き）で印刷してください。
・職歴がない方は、最終学歴（在学中含む）を記入してください。

署

名

欄

この申込書の記載事項に了承し、また、すべて事実と相違ありません。

 令和　　年　　月　　日

 氏名　　　　　　　　　　　　　　  　　　(自署）　　

通勤手段
（※通勤距離※通勤時間

☐マクロを組むことができる
☐複数人での文書校正（コメント・変

更履歴機能など）の経験がある

☐スライドマスターを活用してデザイ

ンを統一した資料を作成できる

その他：

パソコン操作

※操作できることを選択してください。

自家用車



学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（抜粋）

第２条第７項
この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。
一　刑法（明治四十年法律第四十五号）第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一
条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条（同項の罪に係る部分に限る。）の罪
二　盗犯等の防止及び処分に関する法律（昭和五年法律第九号）第四条の罪（刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為
に係るものに限る。）
三　児童福祉法第六十条第一項の罪
四　児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律（平成十一年法律第五十二号）
第四条から第八条までの罪
五　性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法
律（令和五年法律第六十七号）第二条から第六条までの罪
六　都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの
イ　みだりに人の身体の一部に接触する行為
ロ　正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器（以下こ
のロにおいて「写真機等」という。）を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しく
ハ　みだりに卑わいな言動をする行為（イ又はロに掲げるものを除く。）
ニ　児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為

第２条第８項
この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一　特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者（その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者（当該執行猶予
の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。）を除く。）であって、その刑の執行を終わり、又は執行
を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの
二　特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算し
て十年を経過しないもの
三　特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなく
なった日から起算して十年を経過しないもの


